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 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定により実施した財政援助団体等

監査の結果に関する報告を、同条第９項の規定により、次のとおり公表する。 
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令和７年度財政援助団体等監査報告書 

 

第１ 監査の概要 

 １ 監査の種類  地方自治法第１９９条第７項の規定による財政援助団体等監査 

 

 ２ 監査の実施場所及び日程   

令和７年１１月１２日（水） 飛騨まんが王国 

令和７年１１月１７日（月） 株式会社 飛騨ゆい本社 

 

 ３ 監査の対象   

 令和６年度及び令和７年度に執行された公の施設の指定管理に関することについて 

 施設名 指定管理者 所管部課 

飛騨市宮川温泉おんり～湯他 

株式会社 飛騨ゆい 基盤整備部建築住宅課 飛騨古川桃源郷温泉 

ぬく森の湯すぱーふる 

 

 ４ 監査の着眼点 

  ⑴ 団体関係 

   ア 提出資料審査   

    ①定款 

    ②組織図及び名簿 

    ③経理規定 

    ④団体、事業概要書 

    ⑤令和６年事業計画書、予算書、決算書、事業報告書、監査報告書等 

    ⑥令和７年事業計画書、予算書 

    ⑦その他財務事務の執行にかかる書類、帳簿等 

     （総勘定元帳、契約書類、支払明細、補助金交付決定関係書類財務諸表等） 

   イ 協定に基づき事業が実施されているか。 

   ウ 関係帳票等の整備、記帳は適正になされているか。 

   エ 補助金等の運用は適切か。 

  ⑵ 所管部局関係 

   ア 提出資料 

①支出関係書類補助金等の決定にかかる決裁文書（補助金交付に関する書類） 

    ②支出関係書類 



 

    ③法人から提出された報告書等書類（補助金実績報告書等） 

    ④基本協定書 

    ⑤その他、法人にかかる書類（備品台帳等） 

 

 ５ 監査の方法 

  あらかじめ指定した資料及び当日関係書類等の提出を求め、支出された公金が目的ど

おり適正に運用されているかどうか、担当職員から説明を求める等の方法により実施し

た。また、所管課についても同課から提出された資料及び当日提示のあった関係書類に基

づき、担当職員から説明を求め監査を実施した。 

 

第２ 指定管理施設の状況 

 （1） 

施 設 名 
飛騨市宮川温泉おんり～湯、飛騨市まんがサミットハウス、飛騨市カフ

ェテリア白木ケ峰、飛騨市アゴラ広場 

施設所在地 飛騨市宮川町杉原 116番地、110番地 

 

当該施設は、地域資源を活用し都市住民との交流を通じて、地域活性化と産業振興を図

るとともに、地域住民の自主的活動や交流の場を設置目的に管理運営を行っている。 

令和 6年度は、市から 33,780,000円の指定管理料が交付されており、４施設の人件費、

管理費、運営費等、施設管理運営業務のために充てられている。 

指定管理の期間は、令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月 31日までの 5年間である。 

  

利用者数                        

令和 6年度 令和 5年度 前年増減 

14,825人 15,449人 △624人 

 収支の状況                             （単位：円） 

収 
 

入 

項  目 令和 6年度 令和 5年度 前年増減 

指定管理料 ３３，７８０，０００ ３３，０００，０００ ７８０，０００ 

利用料金 １５，４５１，３２６ １３，３６６，８９０ ２，０８４，４３６ 

純売上高 １９，８６０，０２９ ２１，２１５，３１３ △１，３５５，２８４ 

補助金収入 ９６０，０００ ４，１８０，０００ △３，２２０，０００ 

その他 １２９，５６６ １８１，９９７ △５２，４３１ 

合  計 ７０，１８０，９２１ ７１，９４４，２００ △１，７６３，２７９ 



 

 

支 
 

出 

項  目 令和 6年度 令和 5年度 前年増減 

売上原価 ９，６６３，９８３ １０，２６６，６８３ △６０２，７００ 

人件費 ２１，７１３，３４６ ２０，４６１，４０３ １，２５１，９４３ 

管理費 ３２，５８８，２６９ ３１，１１６，０３５ １，４７２，２３４ 

運営費・ 

事務費 
８，１９７，１３８ ８，２４１，０９４ △４３，９５６ 

その他 ２，６９６，０４９ ２，２９９，５７０ ３９６，４７９ 

合  計 ７４，８５８，７８５ ７２，３８４，７８５ ２，４７４，０００ 

    

収  支 △４，６７７，８６４ △４４０，５８５ △４，２３７，２７９ 

 

 

 

 （2） 

施 設 名 飛騨古川桃源郷温泉 ぬく森の湯すぱーふる 

施設所在地 飛騨市古川町黒内 1407番地 

 

当該施設は、市民の健康維持増進・レクリエーションの普及・市民相互交流の活性化を

図るための場を設置目的に管理運営を行っている。 

令和 6年度は、市から 21,940,000円の指定管理料が交付されており、人件費、管理費、

運営費等、施設管理運営業務のために充てられている。 

指定管理の期間は、令和 7年 4月 1日から令和 10年 3月 31日までの 3年間である。 

  

 

利用者数                        

令和 6年度 令和 5年度 前年増減 

39,527人 41,607人 △2,080人 

   

 

 



 

 

収支の状況                             （単位：円） 

収 
 

入 

項  目 令和 6年度 令和 5年度 前年増減 

指定管理料 ２１，９４０，０００ ２１，６５０，０００ ２９０，０００ 

利用料金 １７，２６５，８４８ １３，４２９，０２５ ３，８３６，８２３ 

純売上高 ３，４２２，８６１ ３，４９３，５２２ △７０，６６１ 

補助金収入 ２９１，１２０ ２，５９０，０８０ △２，２９８，９６０ 

その他 １１９，２７６ ７０，９８３ ４８，２９３ 

合  計 ４３，０３９，１０５ ４１，２３３，６１０ １，８０５，４９５ 

 

支 
 

出 

項  目 令和 6年度 令和 5年度 前年増減 

売上原価 １，６３３，３２４ １，７９３，２２８ △１５９，９０４ 

人件費 １３，８１７，５７７ １２，９６４，５３０ ８５３，０４７ 

管理費 ２１，１４０，４５５ ２０，６３２，９８８ ５０７，４６７ 

運営費・ 

事務費 
３，５６９，０８７ ４，５４７，７７７ △９７８，６９０ 

その他 １，８３０，１６１ １，６０３，５５１ ２２６，６１０ 

合  計 ４１，９９０，６０４ ４１，５４２，０７４ ４４８，５３０ 

    

収  支 １，０４８，５０１ △３０８，４６４ １，３５６，９６５ 

 

 

第３ 監査の結果 

  監査の対象とした出納その他の事務については、おおむね適正に執行されていると認

められた。 

なお、事務処理上留意するべき点で軽易な事項については、その都度口頭で述べたが、

特に要望したい事項については、次のとおりであるので検討されたい。 

 

 



 

１ 指摘事項 

株式会社 飛騨ゆい 

変更契約書に相当する覚書の当初契約日について、作成日が記載されていた。 

収入印紙の無い覚書があった。 

  

２ 意見、要望事項 

① 株式会社 飛騨ゆい  

当法人が管理している指定管理施設は１０施設である。業務の内容によっては指定

管理施設一括で契約しているものがあるため、指定管理施設に変更があった場合は内

容を精査し、適切な契約書の作成を行われたい。また、共通経費で按分して計上して

いる収支については明確に管理し、適正な会計事務に努められたい。 

飛騨市宮川温泉おんり～湯他施設については、期間満了により指定管理者が交代と

なることから、回数券（おんり～湯、ゆぅわ～くはうす、ぬく森の湯すぱーふる３館

共通券）について利用者の利便性を損なわないよう取り扱いの周知を速やかに行われ

たい。引き続き、適切な施設管理をお願いするとともに、本施設が目的に沿って広く

有効に活用され効率的な運用が図られるよう努められたい。 

 

② 飛騨市 基盤整備部建築住宅課 

    当該法人への補助金、指定管理料の透明性の確保や市民への説明責任の観点から、

事業報告書や備品台帳について当該法人と連携して内容が正確であるかの確認に努

められたい。引き続き、交付金等の効果を最大限に発揮できるよう、経営状況にも留

意しながら事業運営を注視し、指定管理者と意思疎通を図りながら適切な事務に努め

られたい。 

 


